
令和５年 10 月６日 

入札参加者各位 

 

黒部市総務管理部財政課 

 

 

黒部市委託業務最低制限価格制度実施要領の制定について（お知らせ） 

 

 

 

黒部市委託業務最低制限価格制度実施要領について、次のとおり制定しますので、

お知らせします。 

 

（１）最低制限価格の概要について 

別紙１のとおり 

 

（２）適用日 

  令和５年 10 月 25 日以降に開札する案件から適用します。 

 

 

 

 

 

（担当）黒部市総務管理部財政課 

                      契約検査班 TEL075-54-2116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

委託業務最低制限価格　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙１）

条件等

予定価格が200万円以上の業務
（測量業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質
調査業務、補償関係コンサルタント業務及び建築関係
建設コンサルタント業務）

算出方法 次に掲げる額の合計額とする

（１）　測量業務

ア　直接測量費 10/10

イ　測量調査費 10/10

ウ　諸経費 4.8/10

ただし、当該合計額が下記に満たない場合は上限額ま
たは下限額を最低制限価格とする。

上限額　予定価格×8.2/10

下限額　予定価格×6/10

（２）　土木関係建設コンサルタント

ア　直接人件費 10/10

イ　直接経費 10/10

ウ　その他原価 9/10

エ　一般管理費等 4.8/10

ただし、当該合計額が下記に満たない場合は上限額ま
たは下限額を最低制限価格とする。

上限額　予定価格×8/10

下限額　予定価格×6/10

（３）　地質調査業務

ア　直接調査費 10/10

イ　間接調査費 9/10

ウ　解析等調査業務費 8/10

エ　諸経費 4.8/10

ただし、当該合計額が下記に満たない場合は上限額ま
たは下限額を最低制限価格とする。

上限額　予定価格×8.5/10

下限額　予定価格×2/3

（４）　補償関係コンサルタント業務

ア　直接人件費 10/10

イ　直接経費 10/10

ウ　その他原価 9/10

エ　一般管理費等 4.5/10

ただし、当該合計額が下記に満たない場合は上限額ま
たは下限額を最低制限価格とする。

上限額　予定価格×8/10

下限額　予定価格×6/10

（５）　建築関係建設コンサルタント業務

ア　直接人件費 10/10

イ　技術等経費 6/10

ウ　特別経費 10/10

エ　諸経費 6/10

ただし、当該合計額が下記に満たない場合は上限額ま
たは下限額を最低制限価格とする。

上限額　予定価格×8/10

下限額　予定価格×6/10
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